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平成20年８月８日（金曜日） 第2002号秋　　田　　県　　公　　報
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

　
　
告　
示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
の
廃
止
（
三
四
二
・
福

　

祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定
（
三
四
三
・
福
祉
政
策
課
）
…
２

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
変
更
（
三
四
四
・
福
祉
政
策

　

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

○
国
民
健
康
保
険
組
合
の
規
約
の
変
更
の
認
可
（
三
四
五
・
長
寿
社
会

　

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

○
道
路
区
域
の
変
更
（
三
四
六
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

　
　
公　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
（
地
域
活
動
支

　

援
室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
秋
田
地
域
振
興
局

　

農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

　
　
議
会
訓
令

○
秋
田
県
議
会
図
書
室
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
一
・
議
会
事

　

務
局
政
務
調
査
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

○
秋
田
県
議
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

　

正
す
る
訓
令
（
二
・
議
会
事
務
局
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

秋
田
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五

十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
八
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示

名　
　
　
　
　
　
　

称

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

所　
　
　
　
　
　

在　
　
　
　
　
　

地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

廃
止
年
月
日

神
岡
診
療
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
増
田
福
祉

セ
ン
タ
ー
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
平
鹿
福
祉

セ
ン
タ
ー
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
雄
物
川
福

祉
セ
ン
タ
ー
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
大
森
福
祉

セ
ン
タ
ー
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
山
内
福
祉

セ
ン
タ
ー
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
愛
幸
園

横
手
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
鶴
寿

苑
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

横
手
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
鶴
寿

苑
老
人
短
期
入
所
施
設

横
手
市
短
期
入
所
施
設
シ
ル
バ
ー

ド
ー
ム
い
き
い
き
の
郷

横
手
市
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
シ

ル
バ
ー
ド
ー
ム
い
き
い
き
の
郷

医
療
法
人　

神
岡
診
療
所　

理
事
長

社
会
福
祉
法
人　

横
手
市
社
会
福
祉
協
議

会　

会
長

社
会
福
祉
法
人　

横
手
市
社
会
福
祉
協
議

会　

会
長

社
会
福
祉
法
人　

横
手
市
社
会
福
祉
協
議

会　

会
長

社
会
福
祉
法
人　

横
手
市
社
会
福
祉
協
議

会　

会
長

社
会
福
祉
法
人　

横
手
市
社
会
福
祉
協
議

会　

会
長

大
仙
市
長

横
手
市
長

横
手
市
長

横
手
市
長

横
手
市
長

大
仙
市
神
宮
寺
字
本
郷
下
六
十
四―

一

横
手
市
増
田
町
増
田
字
土
肥
館
百
七
十
三
番
地

横
手
市
平
鹿
町
浅
舞
字
蒋
沼
二
百
八
十
九
番
地

横
手
市
雄
物
川
町
今
宿
字
鳴
田
百
五
十
番
地

横
手
市
大
森
町
菅
生
田
二
百
四
十
五
番
地
二
百
六

横
手
市
山
内
土
渕
字
鶴
ケ
池
三
十
一
番
地
三

大
仙
市
神
宮
寺
字
本
郷
道
南
七
十
八

横
手
市
山
内
土
渕
字
鶴
ケ
池
三
十
一
番
地
三

横
手
市
山
内
土
渕
字
鶴
ケ
池
三
十
一
番
地
三

横
手
市
増
田
町
増
田
字
七
日
町
百
七
十
七
番
地

横
手
市
増
田
町
増
田
字
七
日
町
百
七
十
七
番
地

訪
問
看
護
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
、
居
宅
療
養
管

理
指
導

訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問

介
護

訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問

介
護

訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問

介
護

訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問

介
護

訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問

介
護

介
護
老
人
福
祉
施
設

通
所
介
護

短
期
入
所
生
活
介
護

短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
護

予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

通
所
介
護
、
介
護
予
防
通
所

介
護

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日



２

平成20年８月８日（金曜日） 第2002号秋　　田　　県　　公　　報

秋
田
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
八
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

名　
　
　
　
　
　
　

称

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

所　
　
　
　
　
　

在　
　
　
　
　
　

地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

廃
止
年
月
日

神
岡
診
療
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
増
田
福
祉

セ
ン
タ
ー
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
平
鹿
福
祉

セ
ン
タ
ー
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
雄
物
川
福

祉
セ
ン
タ
ー
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
大
森
福
祉

セ
ン
タ
ー
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
山
内
福
祉

セ
ン
タ
ー
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
愛
幸
園

横
手
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
鶴
寿

苑
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

横
手
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
鶴
寿

苑
老
人
短
期
入
所
施
設

横
手
市
短
期
入
所
施
設
シ
ル
バ
ー

ド
ー
ム
い
き
い
き
の
郷

横
手
市
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
シ

ル
バ
ー
ド
ー
ム
い
き
い
き
の
郷

横
手
市
増
田
町
居
宅
介
護
支
援
事
業

所横
手
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
雄
水

苑横
手
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
憩
寿

園
老
人
短
期
入
所
施
設

ハ
ッ
ピ
ー
由
利
本
荘
・
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

ハ
ッ
ピ
ー
由
利
本
荘
・
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

ハ
ッ
ピ
ー
男
鹿
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

医
療
法
人　

神
岡
診
療
所　

理
事
長

社
会
福
祉
法
人　

横
手
市
社
会
福
祉
協
議

会　

会
長

社
会
福
祉
法
人　

横
手
市
社
会
福
祉
協
議

会　

会
長

社
会
福
祉
法
人　

横
手
市
社
会
福
祉
協
議

会　

会
長

社
会
福
祉
法
人　

横
手
市
社
会
福
祉
協
議

会　

会
長

社
会
福
祉
法
人　

横
手
市
社
会
福
祉
協
議

会　

会
長

大
仙
市
長

横
手
市
長

横
手
市
長

横
手
市
長

横
手
市
長

横
手
市
長

横
手
市
長

横
手
市
長

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
秋
田　

代
表
取

締
役
社
長

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
秋
田　

代
表
取

締
役
社
長

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
秋
田　

代
表
取

締
役
社
長

大
仙
市
神
宮
寺
字
本
郷
下
六
十
四―

一

横
手
市
増
田
町
増
田
字
土
肥
館
百
七
十
三
番
地

横
手
市
平
鹿
町
浅
舞
字
蒋
沼
二
百
八
十
九
番
地

横
手
市
雄
物
川
町
今
宿
字
鳴
田
百
五
十
番
地

横
手
市
大
森
町
菅
生
田
二
百
四
十
五
番
地
二
百
六

横
手
市
山
内
土
渕
字
鶴
ケ
池
三
十
一
番
地
三

大
仙
市
神
宮
寺
字
本
郷
道
南
七
十
八

横
手
市
山
内
土
渕
字
鶴
ケ
池
三
十
一
番
地
三

横
手
市
山
内
土
渕
字
鶴
ケ
池
三
十
一
番
地
三

横
手
市
増
田
町
増
田
字
七
日
町
百
七
十
七
番
地

横
手
市
増
田
町
増
田
字
七
日
町
百
七
十
七
番
地

横
手
市
増
田
町
増
田
字
七
日
町
百
七
十
七
番
地

横
手
市
雄
物
川
町
今
宿
字
末
館
五
十
番
地

横
手
市
十
文
字
町
梨
木
字
御
休
ノ
上
百
八

由
利
本
荘
市
瓦
谷
地
二
十
八
番
地
一
鶴
沼
ビ
ル
一
Ｆ

由
利
本
荘
市
瓦
谷
地
二
十
八
番
地
一
鶴
沼
ビ
ル
一
Ｆ

男
鹿
市
船
越
字
一
向
百
九
十
五
番
地
十
三
ア
リ
ス
Ｂ
棟

訪
問
看
護
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
、
居
宅
療
養
管

理
指
導

訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問

介
護

訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問

介
護

訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問

介
護

訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問

介
護

訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問

介
護

介
護
老
人
福
祉
施
設

通
所
介
護

短
期
入
所
生
活
介
護

短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
護

予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

通
所
介
護
、
介
護
予
防
通
所

介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
護

予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
護

予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問

介
護

訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問

介
護

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

名　
　
　
　
　
　
　

称

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

所　
　
　
　
　
　

在　
　
　
　
　
　

地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指
定
年
月
日

医
療
法
人　

紀
信
会　

神
岡
診
療
所

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

結
い
の
里

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

結
い
の
里

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
愛
幸
園

ビ
ハ
ー
ラ
横
手
介
護
予
防
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
か
が
や
き

横
手
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
憩
寿

園
老
人
短
期
入
所
施
設

横
手
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
雄
水

苑
老
人
短
期
入
所
施
設

温
泉
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
霞
桜

の
湯

温
泉
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
霞
桜

の
湯

医
療
法
人　

紀
信
会　

神
岡
診
療
所　

院

長特
定
非
営
利
活
動
法
人　

結
い
の
里　

理

事
長

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

結
い
の
里　

理

事
長

社
会
福
祉
法
人　

大
仙
ふ
く
し
会　

理
事

長社
会
福
祉
法
人　

相
和
会　

理
事
長

社
会
福
祉
法
人　

横
手
市
社
会
福
祉
協
議

会　

会
長

社
会
福
祉
法
人　

横
手
市
社
会
福
祉
協
議

会　

会
長

有
限
会
社　

和
幸　

代
表
取
締
役

有
限
会
社　

和
幸　

代
表
取
締
役

大
仙
市
神
宮
寺
字
本
郷
下
六
十
四―

一

能
代
市
二
ツ
井
町
種
字
萩
ノ
台
百
七
十
八

能
代
市
二
ツ
井
町
種
字
萩
ノ
台
百
七
十
八

大
仙
市
神
宮
寺
字
本
郷
道
南
七
十
八
番
地

横
手
市
上
境
字
谷
地
中
百
三
十
六
番
地

横
手
市
十
文
字
町
梨
木
字
御
休
ノ
上
百
八
番
地

横
手
市
雄
物
川
町
今
宿
字
末
館
五
十
番
地

横
手
市
増
田
町
熊
渕
字
飯
館
二
百
十
八
番
地

横
手
市
増
田
町
熊
渕
字
飯
館
二
百
十
八
番
地

居
宅
療
養
管
理
指
導
、
介
護

予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

短
期
入
所
生
活
介
護

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通

所
介
護

介
護
老
人
福
祉
施
設

通
所
介
護

短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
護

予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
護

予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

通
所
介
護
、
介
護
予
防
通
所

介
護

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通

所
介
護

平
成
二
十
年
一
月
一
日

平
成
二
十
年
六
月
三
日

平
成
二
十
年
六
月
三
日

平
成
二
十
年
四
月
一
日

平
成
二
十
年
六
月
一
日

平
成
二
十
年
七
月
一
日

平
成
二
十
年
七
月
一
日

平
成
二
十
年
六
月
一
日

平
成
二
十
年
六
月
一
日
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秋
田
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号

　

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日
法
律
第
百
九
十
二

号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
健
康
保
険
組
合
の

横
手
市
短
期
入
所
施
設
シ
ル
バ
ー

ド
ー
ム
い
き
い
き
の
郷

横
手
市
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
シ

ル
バ
ー
ド
ー
ム
い
き
い
き
の
郷

横
手
市
増
田
町
居
宅
介
護
支
援
事
業

所デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
だ
い
ち

横
手
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
鶴
寿

苑
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

横
手
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
鶴
寿

苑
老
人
短
期
入
所
施
設

Ｊ
Ａ
秋
田
み
な
み
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ

サ
ー
ビ
ス
事
業
所

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ふ
ぁ
み
り
ぃ

山
水
荘
指
定
通
所
介
護
事
業
所

社
会
福
祉
法
人　

フ
ァ
ミ
リ
ー
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス　

理
事
長

社
会
福
祉
法
人　

フ
ァ
ミ
リ
ー
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス　

理
事
長

社
会
福
祉
法
人　

フ
ァ
ミ
リ
ー
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス　

理
事
長

社
会
福
祉
法
人　

大
内
さ
つ
き
会　

理
事

長社
会
福
祉
法
人　

相
和
会　

理
事
長

社
会
福
祉
法
人　

相
和
会　

理
事
長

秋
田
み
な
み
農
業
協
同
組
合　

代
表
理
事

組
合
長

有
限
会
社　

ふ
ぁ
み
り
ぃ　

取
締
役

社
会
福
祉
法
人　

阿
仁
ふ
く
し
会　

理
事

長

横
手
市
増
田
町
増
田
字
七
日
町
百
七
十
七

横
手
市
増
田
町
増
田
字
七
日
町
百
七
十
七

横
手
市
増
田
町
増
田
字
七
日
町
百
七
十
七

由
利
本
荘
市
岩
谷
町
字
ハ
ケ
ノ
下
八
十―

二

横
手
市
山
内
土
渕
字
鶴
ケ
池
三
十
一
の
三

横
手
市
山
内
土
渕
字
鶴
ケ
池
三
十
一
の
三

男
鹿
市
脇
本
脇
本
字
向
山
一
番
地
の
四

大
仙
市
四
ッ
屋
字
上
古
道
六
十
六―

九

北
秋
田
市
阿
仁
水
無
字
宮
後
四
番
地

短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
護

予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

通
所
介
護
、
介
護
予
防
通
所

介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

通
所
介
護
、
介
護
予
防
通
所

介
護

通
所
介
護
、
介
護
予
防
通
所

介
護

短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
護

予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護
、
特
定

福
祉
用
具
販
売
、
特
定
介
護

予
防
福
祉
用
具
販
売

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共

同
生
活
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

平
成
二
十
年
七
月
一
日

平
成
二
十
年
七
月
一
日

平
成
二
十
年
七
月
一
日

平
成
二
十
年
六
月
一
日

平
成
二
十
年
七
月
一
日

平
成
二
十
年
七
月
一
日

平
成
二
十
年
五
月
一
日

平
成
二
十
年
六
月
一
日

平
成
十
九
年
十
一
月
一
日

名　
　
　
　
　

称

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

所　
　
　
　

在　
　
　
　

地

変　
　
　

更　
　
　

事　
　
　

項

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

変

更

年

月

日

変　
　

更　
　

前

変　
　

更　
　

後

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
東

部
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社
会
福
祉

協
議
会　

会
長

横
手
市
四
日
町
三
番
二
十
三
号

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会

横
手
福
祉
セ
ン
タ
ー
指
定

訪
問
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会

東
部
指
定
訪
問
介
護
事
業

所

訪
問
介
護
、
介
護
予

防
訪
問
介
護

平
成
二
十
年
七
月
一
日

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
南

部
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社
会
福
祉

協
議
会　

会
長

横
手
市
十
文
字
町
梨
木
字
御
休
ノ
上
二
十

九
番
地

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会

十
文
字
福
祉
セ
ン
タ
ー
指

定
訪
問
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会

南
部
指
定
訪
問
介
護
事
業

所

訪
問
介
護
、
介
護
予

防
訪
問
介
護

平
成
二
十
年
七
月
一
日

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
西

部
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社
会
福
祉

協
議
会　

会
長

横
手
市
大
雄
字
大
関
三
百
十
番
地

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会

大
雄
福
祉
セ
ン
タ
ー
指
定

訪
問
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会

西
部
指
定
訪
問
介
護
事
業

所

訪
問
介
護
、
介
護
予

防
訪
問
介
護

平
成
二
十
年
七
月
一
日

秋
田
県
告
示
第
三
百
四
十
四
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条

の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
八
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　
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二　

道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
年
八
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
一
日
ま
で

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
定
款
変
更
の

認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
八
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
七
日

二　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
能
代
体
育
協
会

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

松　

谷　

福　

三

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

秋
田
県
能
代
市
富
町
一
番
三
号　

厚
生
年
金
能
代
市
体
育
館
内

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　

こ
の
法
人
は
、
能
代
市
民
及
び
近
隣
住
民
に
対
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
振

興
、
健
康
体
力
づ
く
り
、
競
技
力
の
向
上
及
び
ス
ポ
ー
ツ
文
化
に
関
す
る

事
業
を
行
い
、
ス
ポ
ー
ツ
を
通
し
た
健
全
な
精
神
の
高
揚
を
図
り
、
明
る

く
健
康
的
な
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六　

定
款
の
変
更
内
容

　
　

役
員
定
数
の
変
更

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
南
秋
田
郡
真
崎
堰
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員

の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
八
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

南
秋
田
郡
五
城
目
町
馬
場
目
字
帝
釈
寺
二
十
七
番
地　
　

宮
川　

東
典

　
　

〃　
　
　

〃　
　
　

舘
越
字
舘
回
百
四
十
四
番
地
一　
　

齊
藤　

鉄
雄

　
　

〃　
　
　

〃　
　
　

高
崎
字
下
川
原
五
十
三
番
地　
　
　

舘
岡　

敏
雄

　
　

〃　
　
　

〃　
　
　

上
樋
口
字
切
樋
百
四
十
八
番
地　
　

猿
田　

政
博

　
　

〃　
　
　

〃　
　
　

大
川
西
野
字
中
谷
地
五
十
六
番
地
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孝
一
郎

　
　

〃　
　
　

〃　
　
　

大
川
谷
地
中
字
堰
添
三
十
五
番
地　

佐
藤　

一
衞

　
　

〃　
　
　

〃　
　
　

大
川
石
崎
字
沼
田
三
番
地　
　
　
　

加
藤　

甚
七

　
　

〃　
　
　

〃　
　
　

大
川
大
川
字
ウ
ツ
フ
ケ
八
十
八
番
地
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

工
藤　
　

勉

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

県

道

旧

仙
ノ
台
桧
山
線

能
代
市
母
体
字
樋
ノ
口
九
九
番
地
先
か
ら
桧
山
字
新
蟹
二
一
三
番
地
先
ま
で

五
・
〇
〇
～
一
五
・
〇
〇

〇
・
七
八
〇

新

仙
ノ
台
桧
山
線

Ａ
能
代
市
母
体
字
樋
ノ
口
九
九
番
地
先
か
ら
桧
山
字
新
蟹
二
一
三
番
地
先
ま
で

一
〇
・
〇
○
～
三
五
・
〇
〇

〇
・
七
二
〇

Ｂ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃

五
・
〇
〇
～
一
五
・
〇
〇

〇
・
七
八
〇

一　

道
路
の
区
域

　

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

規
約
の
変
更
の
申
請
が
あ
り
認
可
し
た
の
で
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令

（
昭
和
三
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
第
七
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
八
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

　

一　

秋
田
県
医
師
国
民
健
康
保
険
組
合
規
約
の
一
部
改
正

　
　

㈠　

第
六
条
第
一
号
中
「
医
業
に
従
事
す
る
医
師
で
あ
る
者
」
の
次
に

「
（
た
だ
し
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律(

昭
和
五
十

七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下｢

高
齢
者
医
療
確
保
法｣

と
い
う
。
）
第

五
十
条
に
規
定
す
る
被
保
険
者
（
以
下｢

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保

険
者｣

と
い
う
。
）
を
除
く
）
」
を
加
え
る
。

　
　

㈡　

第
六
条
第
二
号
中
「
第
一
種
組
合
員
」
の
次
に
「
及
び
第
三
種
組

合
員
」
を
加
え
る
。

　
　

㈢　

第
六
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
、
第
三
号
と
す
る
。

　
　
　

三　

第
一
種
組
合
員
で
あ
っ
た
者
が
、
引
き
続
き
後
期
高
齢
者
医

療
の
被
保
険
者
と
な
っ
た
医
師
（
以
下｢

第
三
種
組
合
員｣

と
い

う
。
）
」

　

二　

秋
田
県
歯
科
医
師
国
民
健
康
保
険
組
合
規
約
の
一
部
改
正

　
　

㈠　

第
三
条
中
「
秋
田
市
山
王
二
丁
目
七
番
四
十
四
号
に
お
く
。
」
を

「
秋
田
県
秋
田
市
川
尻
町
字
大
川
反
百
七
十
番
百
二
に
置
く
。
」
に

改
め
る
。

　
　

㈡　

第
六
条
第
二
号
中
「
第
一
種
組
合
員
」
の
次
に
「
及
び
第
四
種
組

合
員
」
を
加
え
る
。

　
　

㈢　

第
六
条
第
三
号
中
「
第
一
種
組
合
員
」
の
次
に
「
及
び
第
四
種
組

合
員
」
を
加
え
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
　

四　

第
４
種
組
合
員
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
五
十
条
に
規
定
す
る
被
保
険

者
で
、
第
七
条
の
三
に
定
め
る
届
出
を
し
た
者
。
た
だ
し
、
高
齢
者

の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）

第
五
十
条
に
規
定
す
る
被
保
険
者
と
な
る
以
前
に
、
同
条
一
号
に
掲

げ
る
組
合
員
で
あ
っ
た
者
に
限
る
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
三
百
四
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
八
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

　
　
　
　
　
公　
　
　
　
　
　
告
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南
秋
田
郡
五
城
目
町
大
川
大
川
字
東
屋
布
百
四
十
八
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤　

正
春

　
　

〃　
　
　

井
川
町
今
戸
字
寺
ノ
内
二
百
三
十
四
番
地　
　

伊
藤　

三
昭

　
　

〃　
　
　

〃　
　

今
戸
字
カ
チ
田
百
六
十
五
番
地　
　
　

森
田　
　

彪

　
　

〃　
　
　

〃　
　

北
川
尻
字
海
老
沢
後
二
十
番
地　
　
　

鷲
谷　
　

忠

　
　

潟
上
市
飯
田
川
飯
塚
字
中
谷
地
百
十
二
番
地　
　
　
　
　

二
田　

忠
雄

二　

就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

南
秋
田
郡
五
城
目
町
馬
場
目
字
帝
釈
寺
二
十
七
番
地　
　

宮
川　

東
典

　
　

〃　
　
　

〃　
　
　

舘
越
字
舘
回
百
四
十
四
番
地
一　
　

齊
藤　

鉄
雄

　
　

〃　
　
　

〃　
　
　

高
崎
字
白
籏
三
十
二
番
地　
　
　
　

舘
岡　

晴
作

　
　

〃　
　
　

〃　
　
　

上
樋
口
字
切
樋
百
四
十
八
番
地　
　

猿
田　

政
博

　
　

〃　
　
　

〃　
　
　

大
川
西
野
字
中
谷
地
五
十
六
番
地
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孝
一
郎

　
　

〃　
　
　

〃　
　
　

大
川
谷
地
中
字
堰
添
三
十
五
番
地　

佐
藤　

一
衞

　
　

〃　
　
　

〃　
　
　

大
川
石
崎
字
沼
田
三
番
地　
　
　
　

加
藤　

甚
七

　
　

〃　
　
　

〃　
　
　

大
川
大
川
字
ウ
ツ
フ
ケ
八
十
八
番
地
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

工
藤　
　

勉

　
　

〃　
　
　

〃　
　
　

大
川
大
川
字
東
屋
布
百
四
十
八
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤　

正
春

　
　

〃　
　
　

井
川
町
今
戸
字
寺
ノ
内
二
百
三
十
四
番
地　
　

伊
藤　

三
昭

　
　

〃　
　
　

〃　
　

今
戸
字
カ
チ
田
百
六
十
五
番
地　
　
　

森
田　
　

彪

　
　

〃　
　
　

〃　
　

北
川
尻
字
海
老
沢
後
二
十
番
地　
　
　

鷲
谷　
　

忠

　
　

潟
上
市
飯
田
川
飯
塚
字
中
谷
地
百
十
二
番
地　
　
　
　
　

二
田　

忠
雄

三　

退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

南
秋
田
郡
五
城
目
町
上
樋
口
字
切
樋
五
十
九
番
地　
　
　

鳥
井　

克
巳

　
　

〃　
　
　

〃　
　
　

大
川
大
川
字
西
屋
布
四
十
四
番
地　

北
嶋　

隆
一

四　

就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

南
秋
田
郡
五
城
目
町
上
樋
口
字
切
樋
五
十
九
番
地　
　
　

鳥
井　

克
巳

　
　

〃　
　
　

〃　
　
　

大
川
谷
地
中
字
谷
地
十
二
番
地
二　

佐
藤　

和
利

　
　

〃　
　
　

井
川
町
今
戸
字
家
ノ
後
百
四
番
地　
　
　
　
　

伊
藤　

清
吉

秋
田
県
議
会
訓
令
第
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

事
務
局
一
般　

　

秋
田
県
議
会
図
書
室
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

　
　

平
成
二
十
年
八
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
議
会
議
長　

大
野　

忠
右
エ
門　

　
　
　

秋
田
県
議
会
図
書
室
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

秋
田
県
議
会
図
書
室
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
一
月
四
日
制
定
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
第
百
条
第
十
七
項
」
を
「
第
百
条
第
十
八
項
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法

律
第
六
十
九
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
議
会
訓
令
第
二
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

事
務
局
一
般　

　

秋
田
県
議
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
八
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
議
会
議
長　

大
野　

忠
右
エ
門　

　
　
　

秋
田
県
議
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

　
　
　

正
す
る
訓
令

　

秋
田
県
議
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
年
十

月
一
日
制
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
五
号
中
「
議
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
等
」
を
「
議
員
報
酬
並
び

に
議
員
の
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法

律
第
六
十
九
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

平
成
二
十
年
八
月
一
日
付
け
秋
田
県
公
報
第
二
千
号
掲
載
の
秋
田
県
告
示

第
三
百
三
十
二
号
（
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
）

　

（
印
刷
誤
り
）

三
ペ
ー
ジ
表
中
、
「
オ
レ
ン
ジ
薬
局　

横
手
店
」
と
「
く
ら
薬
局
」
の
指
定

年
月
日
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

の
誤
り

　
　
　
　
　
議　

会　

訓　

令

　
　
　
　
　
正　
　
　
　
　
　
誤

指
定
年
月
日

平
成
二
十
年
一
月
一
日

指
定
年
月
日

平
成
二
十
年
七
月
一
日



発
行
者　

秋　
　
　

  

田　
　
　

  

県

　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金　

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印　

刷　

所　

株
式
会
社　

松　

原　

印　

刷　

社

　
　
　
　
　
　

電
話

（862）
八
七
六
六　

Ｆ
Ａ
Ｘ

（863）
〇
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　

E-m
ail:m

atsubara@
m

atsubarainsatsu.co.jp

印　

刷　

者　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄


